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表１　平成20年度集合注射日程表 

①西部コミセン駐車場 
②大中東公民館 
③鹿ノ川東公園 
④野添コミセン 

⑦本荘西公民館 
4月17日（木）　午後1時50分～2時10分 

⑤東部コミセン 
4月17日（木）　午後1時～1時15分 

⑧中央公民館 
4月17日（木）　午後2時20分～2時40分 

⑥古宮公民館 
4月17日（木）　午後1時25分～1時40分 

③鹿ノ川東公園 
4月16日（水）　午後2時～2時10分 

①西部コミセン駐車場 
4月16日（水）　午後1時10分～1時25分 

④野添コミセン 
4月16日（水）　午後2時20分～2時40分 

②大中東公民館 
4月16日（水）　午後1時35分～1時50分 

午後 1時10分 
　　 1時35分 
　　 2時 
　　 2時20分 

午後 1時25分 
　　 1時50分 
　　 2時10分 
　　 2時40分 

場　所 日程 

4月 
16日 
（水） 

開　始 終　了 

表２　獣医師一覧 

三木動物病院（播磨町宮北） 
たなか動物病院（播磨町北野添） 
いなみ動物病院（稲美町六分一） 
トト動物病院（稲美町国岡） 
あさの動物病院（加古川市平岡町高畑） 
はとの里動物病院（加古川市加古川町木村） 
池沢動物病院（加古川市加古川町平野） 
グリーンピース動物病院（加古川市加古川町中津） 
ポチ＆タマ総合動物病院（加古川市東神吉町升田） 
小柴動物病院（加古川市野口町坂元） 
ミュウどうぶつ病院（加古川市別府町新野辺北町） 
加古川動物病院（加古川市東神吉町西井ノ口） 
やまぐち動物病院（加古川市神野町石守） 

079(435)3664 
078(943)5917 
079(492)6290 
  〃  (492)2391 
  〃  (420)2099 
  〃  (454)3231 
  〃  (423)9939 
  〃  (421)6644 
  〃  (431)7377 
  〃  (426)6785 
  〃  (430)0633 
  〃  (433)0523 
  〃  (423)6670

 動物病院（所在地） 電話番号 
山野動物病院（加古川市加古川町粟津） 
バークレー動物医療センター（加古川市加古川町備後） 
吉田獣医科医院（加古川市別府町別府） 
ひっぽ動物病院（加古川市加古川町河原） 
ブリス動物病院 （加古川市加古川町寺家町） 
魚住動物病院（明石市魚住町長坂寺） 
大久保動物病院（明石市大久保町大窪） 
堂本動物病院（明石市大久保町わかば） 
ファミリー動物病院（明石市魚住町清水） 
江井ヶ島動物病院（明石市大久保町江井ヶ島） 
松浜動物病院（明石市二見町西二見） 
アルマ動物病院（明石市二見町東二見） 
松尾動物病院（明石市上ノ丸） 

079(420)2022 
  〃  (422)2289 
  〃  (435)7887 
  〃  (421)4040 
  〃  (422)2103 
078(947)3987 
  〃  (936)6211 
  〃  (936)6641 
  〃  (941)2070 
  〃  (946)6612 
  〃  (942)0139 
  〃  (944)2060 
  〃  (911)0234

 動物病院（所在地） 電話番号 

⑤東部コミセン 
⑥古宮公民館 
⑦本荘西公民館 
⑧中央公民館 

午後 1時 
　　 1時25分 
　　 1時50分 
　　 2時20分 

午後 1時15分 
　　 1時40分 
　　 2時10分 
　　 2時40分 

場　所 日程 

4月 
17日 
（木） 

開　始 終　了 
　
狂
犬
病
予
防
法
で
、
犬
の
飼
い
主
に
は
、
犬
の
登
録
（
生
後
91
日
以
上
の

犬
）
と
狂
犬
病
の
予
防
注
射
を
毎
年
１
回
受
け
さ
せ
る
こ
と
が
、
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
 

狂
犬
病
予
防
注
射
と
飼
い
犬
の
登
録
を
し
ま
し
ょ
う

狂
犬
病
予
防
注
射
と
飼
い
犬
の
登
録
を
し
ま
し
ょ
う 
狂
犬
病
予
防
注
射
と
飼
い
犬
の
登
録
を
し
ま
し
ょ
う 

表
１
の
日
程
で
、
狂
犬
病
予
防

注
射
の
集
合
注
射
を
実
施
し
ま
す
。

登
録
が
済
ん
で
い
な
い
犬
は
、
注

射
と
登
録
を
同
時
に
行
い
ま
す
。

地
域
別
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

都
合
の
良
い
場
所
、
時
間
に
お
越

し
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
表
２
の
動
物
病
院
で
も
、

年
間
を
通
じ
て
、
注
射
と
登
録
を

行
っ
て
い
ま
す
。
費
用
も
集
合
注

射
と
同
額
で
す
。

な
お
、
す
で
に
播
磨
町
で
登
録

さ
れ
て
い
る
犬
に
つ
い
て
は
、
狂

犬
病
予
防
注
射
通
知
書
を
３
月
中

旬
に
発
送
し
て
い
ま
す
。

▼
持
参
す
る
も
の
・
費
用

▽
登
録
し
た
犬

・
狂
犬
病
予
防
注
射
通
知
書

・
費
用
　
１
匹
に
つ
き
３
千
200
円

▽
登
録
し
て
い
な
い
犬

・
費
用
　
１
匹
に
つ
き
６
千
200
円

（
登
録
３
千
円
・
注
射
３
千
200
円
）
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集
合
注
射
で
は
、
多
く
の
犬
が

集
ま
る
た
め
興
奮
し
、
犬
同
士
の

喧
嘩
け
ん
か

に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
注
意
を
し
て
く
だ
さ
い
。

犬
も
人
と
同
じ
生
き
物
で
す
。

毎
日
体
調
は
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。

注
射
に
よ
る
事
故
を
防
止
す
る

た
め
に
も
、
十
分
な
説
明
を
受
け

て
、
同
意
し
た
上
で
接
種
す
る
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

動
物
病
院
で
は
、
日
常
の
健
康

管
理
な
ど
も
含
め
、
予
防
接
種
以

外
の
ア
ド
バ
イ
ス
も
い
た
し
ま
す
。

集
合
注
射
以
外
で
の
接
種
を
希
望

さ
れ
る
方
は
、
動
物
病
院
に
直
接

お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

表
２
の
各
動
物

病
院

加
古
川
市
・
加
古
郡
獣
医
師

会
か
ら
の
お
知
ら
せ

情
報
わ
い
ど 

情
報
ペ
ー
ジ 

施
設
だ
よ
り 

各
種
相
談 

保
健
の
ペ
ー
ジ 

教
育
の
ペ
ー
ジ
・
き
ゃ
ん
ぱ
す
だ
よ
り 
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6
広報はりま 20.4※状況により、開始時間が遅れる場合がありますのでご了承ください。

平
成
20
年
度
の
狂
犬
病
予
防

注
射
と
犬
の
登
録
に
つ
い
て



住民基本台帳カードの交付手数料が 
平成20年4月1日から3年間限定で無料になります！ 

住民基本台帳カードの交付手数料が 
平成20年4月1日から3年間限定で無料になります！ 

● 住民基本台帳カードＱ＆Ａ ● 

住民基本台帳カードの普及のために、播磨町では、3年間に限定して交付手数料500円を無料に変更します。 
無料の対象となるのは、平成20年4月1日から平成23年3月31日までに、交付申請されるカードに限ります。 

住民基本台帳カードの交付手数料が 
平成20年4月1日から3年間限定で無料になります！ 

s
見
本
 ※本人確認書類は、原本で有効なものに限ります。 

※コピーは不可です。 

表① 1点でよい本人確認書類 
官公署の発行する顔写真貼付の身分証明書で、氏
名及び生年月日の記載があるもの 
☆運転免許証　　　　　☆パスポート 
☆外国人登録証明書　　☆身体障害者手帳 
☆老人身分証明書（福祉グループで発行）　  など 

表② 2点必要な本人確認書類 
氏名の記載があるもの 
☆健康保険証　　　☆年金手帳　　☆年金証書 
☆学生証　　　　　☆社員証　　　☆図書利用券 
☆病院の診察券　　☆キャッシュカード 
☆クレジットカード　　　　　　　　　　  など 
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情
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年
金
は
世
代
と
世
代
の
支
え
合
い
の
制
度
で
す
。
あ
な
た
が
納
付
す
る

保
険
料
が
、
高
齢
者
世
代
の
生
活
を
支
え
て
い
ま
す
。
同
時
に
あ
な
た
や

家
族
の
年
金
権
を
守
る
た
め
に
も
、
保
険
料
は
忘
れ
ず
納
付
し
ま
し
ょ
う
。
 

国
民
年
金
保
険
料
の 

納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か 
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保
険
年
金
グ
ル
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プ
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８
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職
場
の
医
療
保
険
（
健
康
保
険
や
共
済
組
合
、
船
員
保
険
な
ど
）
や
後
期
高
齢
者
医
療
に
加
入
し
て
い
る
人
、
生

活
保
護
を
受
け
て
い
る
人
以
外
は
、
す
べ
て
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
 

　
次
の
よ
う
な
と
き
は
、
14
日
以
内
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。
 

※
国
保
証
（
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
）
を
交
付
し
て
い
る
世
帯
の
方
は
国
保
証
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
 

国
民
健
康
保
険
こ
ん
な
と
き
は
届
出
を 

退
職
者
医
療
制
度
に
該
当
す
る
と
き
 

届
出
に
必
要
な
も
の
 

　
　
印
鑑
、
国
保
証
、
年
金
証
書
 

  

国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
と
き
 

国
民
健
康
保
険
を
や
め
る
と
き
 

死
亡
し
た
と
き（
葬
祭
費
の
申
請
）
 

転
入
し
て
き
た
と
き
 

生
活
保
護
を
受
け
な
く
な
っ
た
と
き
 

ほ
か
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
と
き
 

生
活
保
護
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
 

と
き
 

印
鑑
、
転
出
証
明
書
 

印
鑑
、
保
護
廃
止
決
定
通
知
書
 

印
鑑
、
国
保
証
、
 

世
帯
主
名
義
の
預
金
通
帳
 

印
鑑
、
国
保
証
、
 

保
護
開
始
決
定
通
知
書
 

届
出
に
必
要
な
も
の
 

届
出
に
必
要
な
も
の
 

ほ
か
の
健
康
保
険
を
や
め
た
と
き
 

（
退
職
し
た
と
き
や
健
康
保
険
の

扶
養
か
ら
は
ず
れ
た
と
き
）
 

子
ど
も
が
生
ま
れ
た
と
き
（
出
産

育
児
一
時
金
の
申
請
）
 

印
鑑
、
健
康
保
険
の
資
格
喪
失
証
明

書
（
各
事
業
所
で
証
明
を
受
け
て
く

だ
さ
い
）
 

印
鑑
、
国
保
証
、
喪
主
並
び
に
葬
儀

が
確
認
で
き
る
書
類
（
会
葬
御
礼
は

が
き
や
葬
儀
会
館
の
領
収
書
）、
喪

主
名
義
の
預
金
通
帳
 

印
鑑
、
国
保
証
、
健
康
保
険
証
か
健

康
保
険
の
資
格
取
得
証
明
書
  

退
職
者
医
療
制
度
に
該
当
す
る
と
…

厚
生
年
金
や
共
済
組
合
な
ど
の

老
齢
（
退
職
）
年
金
を
受
け
て
お

り
、
年
金
加
入
期
間
が
通
算
20
年

以
上
か
40
歳
以
降
に
10
年
以
上
あ

る
人
で
65
歳
未
満
の
方
は
、
届
出

に
よ
り
65
歳
の
誕
生
月
ま
で
退
職

被
保
険
者
証
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

退
職
者
医
療
制
度
で
は
、
本
人

の
自
己
負
担
と
保
険
税
の
ほ
か
、

職
場
の
健
康
保
険
な
ど
か
ら
の
拠

出
金
が
財
源
と
な
っ
て
い
ま
す
。

退
職
者
医
療
制
度
の
対
象
と
な
っ

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
届
出
が

さ
れ
な
い
と
、
拠
出
金
が
負
担
す

る
医
療
費
分
ま
で
国
保
が
負
担
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
皆
さ
ん
の

負
担
軽
減
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
も

な
り
ま
す
の
で
、
対
象
と
な
っ
た

ら
必
ず
届
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

国
民
年
金
の
給
付
に
は
、
老
後

の
生
活
保
障
で
あ
る
老
齢
基
礎
年

金
だ
け
で
は
な
く
、
思
わ
ぬ
事
故

な
ど
に
よ
り
障
害
が
残
っ
た
と
き

の
障
害
基
礎
年
金
、
生
計
を
維
持

し
て
い
る
人
が
な
く
な
っ
た
と
き

の
遺
族
基
礎
年
金
が
あ
り
ま
す
。

保
険
料
を
納
め
て
い
な
い
と
、
こ

の
よ
う
な
年
金
を
受
け
取
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。ま

た
、
納
期
限
か
ら
２
年
間
を

経
過
す
る
と
保
険
料
を
納
付
す
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
る
た
め
、
将

来
受
給
す
る
老
齢
基
礎
年
金
の
年

金
額
が
少
な
く
な
っ
た
り
、
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

保
険
料
は
、
社
会
保
険
庁
か
ら

送
付
さ
れ
る
「
納
付
書
」
で
金
融

機
関
・
ま
た
は
お
近
く
の
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
で
お
支
払

い
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
保
険
料
は
一
括
前
納
す

る
と
割
引
さ
れ
ま
す

さ
ら
に
、
一
括
前
納
を
口
座
振

替
に
す
る
と
割
引
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
一
括
前
納
で
な
く
て
も
月
々

の
口
座
振
替
を
早
割
（
当
月
保
険

料
の
当
月
末
引
き
落
し
）
に
す
る

と
割
引
が
あ
り
ま
す
の
で
、
国
民

年
金
保
険
料
の
納
付
は
「
口
座
振

替
」
を
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

口
座
振
替
の
お
申
し
込
み

社
会
保
険
事
務
所
、
各
金
融
機

関
の
窓
口
ま
で
。
申
込
用
紙
に
必

要
事
項
（
基
礎
年
金
番
号
な
ど
）

を
記
入
し
て
金
融
機
関
届
出
印
を

押
印
の
う
え
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

※
年
金
の
こ
と
、
も
っ
と
詳
し
く

知
り
た
い
方
は
、
社
会
保
険
庁
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
も
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

http://w
w
w
.sia.go.jp/

情
報
わ
い
ど 

情
報
ペ
ー
ジ 

施
設
だ
よ
り 

各
種
相
談 

保
健
の
ペ
ー
ジ 

教
育
の
ペ
ー
ジ
・
き
ゃ
ん
ぱ
す
だ
よ
り 
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Q1.住民基本台帳カードとは？
A1. 住民基本台帳ネットワークシステムを利用した
カードで、希望者は住所地の市町村で申請・取得
することができます。カードには2種類あり、申
請時にお選びいただけます。
① 顔写真無しカード（表面に氏名のみ表示）
② 顔写真付きカード（表面に氏名・住所・生年月
日・性別を表示）

Q2.カードは何に使えますか？
A2. 顔写真付きカードは、金融機関で口座を開設す
るときなど本人確認が必要な手続きの際、公的な
身分証明書として利用できます。
また、カード取得後に、電子証明書の手続きを

すれば、自宅からインターネットで税金の申告な
ど電子申請に利用できます。
※電子証明書の交付手数料は、500円です。
※電子申請には、別途ICカードリーダが必要です。

Q3.カード作成に必要なものは？
A3. 窓口に来るのが本人か代理人かによって違いま
す。
（1）本人確認書類(表①)を持っている本人が窓口

に来る場合〔即日交付可〕
・本人確認書類（表①）
・認印

（2）本人確認書類(表①)を持っていないが本人が
窓口に来る場合

・認印
※写真は不要です。顔写真付きカードをご希
望の場合、その場で無料で撮影します。

（3）代理人が窓口に来る場合
・本人自筆の委任状
・代理人の認印
・次の条件を満たす写真１枚
★6ヵ月以内に撮影した鮮明なもの
★正面・無帽・無背景
★白黒・カラーどちらでも可
★サイズ　縦4.5cm×横3.5cm

Q4.カードはすぐにもらえますか？
A4. A3(1)の場合のみ、即日交付できます。ただし、
窓口が混み合っている場合、お待ちいただく時間
が長くなる場合もあります。
A3(2)(3)の場合は、即日交付はできません。申

請後、「照会書(回答書付き)」を郵送しますので、
申請日から30日以内に、カードの受け取りにお
越しください。
カードの受け取りの際には、暗証番号の入力が

必須なため、必ず本人が窓口にお越しください。
必要なものは、次の通りです。
・照会書（回答書付き）
・本人確認できる書類（表①または表②）

Q5.カードはいつまで使えますか？
A5. 有効期間は申請後10年間です。

有効期間内であっても、播磨町外に住所異動し
た場合は無効となるため、新しい住所地で新たに
申請が必要となります。

Q6.町内で住所や氏名が変わったときは？
A6. カードの裏面に手書きで追記しますので、住民
グループ窓口にご持参ください。

Q7.カードを紛失したときは？
A7. すぐに最寄りの警察署か交番に紛失届を提出
し、住民グループにご連絡ください。
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